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   Recovery of local economy is one of the most important issues after natural disasters in rural area.  We studied two 
local industries suffered from flood disaster in 2004, luggage industry in Toyooka-city and lacquer craft industry in 
Sabae-city.  First, we figure out how local industries recovered from the disaster, especially focused on the activites 
by local companies in both cities. Second, we present expected local government role indispenasable for recovery of 
local indutries after natural disasters. 
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１．はじめに 
 
(1) 背景 

2004年は，記録的な豪雨や観測史上最大の上陸数とな
った台風による水害が相次ぎ，全国的に大きな被害を与

えた．特に地方中小都市や中山間地域では，重要な経済

基盤である農地や地場産業施設に大きな被害を与えた． 
 大都市圏への経済機能の集中が進む中，地方部の災害

復興においては，大都市圏以上に地域経済の回復が重要

なテーマとなる．特に，地域の資本や人材，技術，資源

を活用している地場産業（1）では，製造・販売過程にお

いて地域内分業体制が成立している場合が多く，特定の

事業者の被災が，取引関係のある産地の企業全体に影響

を与える．また地場産業は，その地域の重要な移出産業

であることが多く，域内の雇用や家計など地域経済全体

へ大きな影響を与えることが，これまでの研究で指摘さ

れている（2）． 
一方，災害復興分野においては，1990年に始まる雲仙
普賢岳火山災害における商業・農業・観光への影響や復

興計画に関する研究1），1993年北海道南西沖地震の奥尻
島における観光業や漁業への復興意向についての研究2)

などがある．さらに，1995年の阪神・淡路大震災では，
ケミカルシューズや清酒産業，瓦産業などの地場産業を

含む幅広い産業分野についての被害が報告され3），特に

ケミカルシューズ産業については，被災直後から経営状

況の推移や土地利用の変化，復興に向けた取組等につい

て，多数の実証的研究が存在する(3)．また，水害につい

ては，1998年の高知集中豪雨災害の際，高知県食品工業
団地事業協同組合及び組合加盟企業へのアンケート調査

に基づく研究4）があり，浸水した1Fの利用状況により長
短はあるが事業停止期間は概ね3週間以内であること，事
業再開時には食品衛生面，機械設備の復旧，清掃等後片

付けが課題となったこと等を明らかにしている． 
産業復興は，被災地の立地条件（中山間地域，地方都

市，大都市，等）や災害種別（火山，地震，水害，等），

対象地の特徴的な産業形態（農業，地場産業，観光，

等）によって，被災状況や必要とされる復興施策が大き

く異なる．したがって，効果的な復興支援施策を検討す

るためには，それぞれの災害の個別性・一般性に配慮し

ながら，ケーススタディによる教訓を蓄積させることが

重要となる． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 産業復興研究における本研究の位置付け 
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(2) 目的 
 地場産業の復興をテーマとした先行研究として，被災

状況やアンケート等による企業対応状況の把握や，復

旧・復興状況を示す統計データ（アウトカム）の分析は

多数存在する．しかし，水害からの産業復興施策を評価

するため，「導入された施策（インプット）がどれだけ

利用されたか（アウトプット）」に着目した研究や資料

は，ほとんど存在しない(4)． 
本研究では，地方都市における地場産業に着目し，水

害による被害実態と復旧・復興に向けたプロセスを整理

すると共に，事業者の支援ニーズと行政の支援施策の導

入経緯と実績について整理し，地場産業の復興施策に求

められる要因と課題を示すことを目的とする． 

 

 

２．研究の方法 
 
(1) 対象 
本研究の対象として 2004年に水害に被災した地域のう
ち，地域を代表する地場産業を有する地方都市である豊

岡市，鯖江市を取り上げる． 
福井県鯖江市は，7 月 18 日未明の集中豪雨により，死
者１名，住家の床上浸水 352 世帯，床下浸水 629 世帯と
いう被害を受けた．また兵庫県豊岡市は，10 月 20 日の
台風 23号により，市内を流れる円山川が増水し，円山川
の左岸に位置する市中心部は内水被害を受け，円山川の

右岸は破堤による水害に見舞われ，市内の半数以上の世

帯が床下/床上浸水となる被害を受けた． 
浸水戸数をみると，豊岡市の被害が大きいが，鯖江市

では，浸水被害が市域東部の山あいの地域に集中し，局

地的に甚大な被害を受けている． 
 

 
図2 対象地の位置(5)

 
表1 豊岡市，鯖江市の被災概要(6)

 兵庫県豊岡市 福井県鯖江市 

被災要因 台風23号 集中豪雨 

被災日(2004年) 10月20-21日 7月18日

人口/世帯数 

 

46,424人  

16,006世帯 

66,366人 

19,856世帯

人的被害 死者1名/重傷3名 死者1名/重傷2名

住家床上浸水 

（床上浸水率） 

3,852世帯 

（24.1％） 

352世帯

（1.8％）

住家床下浸水 

（床下浸水率） 

4,374世帯 

（27.3％） 

629世帯

（3.2％）

主要地場産業 鞄・杞柳 漆器,眼鏡,繊維

 
(2) 方法 
過去の地場産業復興に関する先行研究をみると，研究

手法として，統計データ分析，アンケート・ヒアリング

による被害・意向調査，フィールド調査による土地利用

転換・復興状況把握等が取られている． 
本研究では，まず地場産業の復興プロセスと有効な復

興支援策の枠組みを構築するために，各市の地場産業団

体及び行政機関を対象としたヒアリング・資料収集を行

い，被害状況や復旧・復興に向けた課題，それに対する

施策の利用実績について整理・検討を行う． 
 
 
３. 兵庫県豊岡市における鞄産業 
 
(1) 豊岡市における鞄産業の概要 
 豊岡市の鞄産業は，近年は中国輸入品との競合が激化

し，事業所数・出荷額ともに減少傾向が続いており，

1991 年の最盛期に比べると，現在は約 1/2 の生産額とな
っている． 
豊岡鞄協会は，製造業者による兵庫県鞄工業組合，問

屋による兵庫県鞄卸商業組合，鞄材料商による兵庫県鞄

材料商協同組合という３組合をとりまとめる任意団体で

ある．製造・問屋・材料商という３業態が市内に広く立

地していることが，豊岡市の鞄産業の特徴となっている．

さらに鞄製造については，組合に非加盟の下請・内職が

地域内に多数存在している（7）． 
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図3 豊岡市鞄産業の事業所数及び生産額の推移(8)

 
(2) 豊岡市における水害被害 
 台風 23号により，豊岡鞄協会の会員 115社のうち６割
以上が床上浸水し，製品・原材料の１～２ヶ月分程度が

廃棄されることになった．しかしながら，鞄協会会員で

は，東京に本社のある鞄問屋企業が１社撤退したほかに

は，廃業した企業はない． 
鞄協会に加盟していない零細な下請・内職の事業主に

ついては，その多くが破堤により大きな被害を受けた円

山川東側に立地しており，大きな被害を受けたとされる．

その実態については，事業主の名称や立地等についての

データがなく，鞄協会や地元自治体も詳細を把握できて

いない． 
被害額は，各事業者からの回答に基づく鞄協会の推計

によれば約 40 億円とされる．これは年間生産額の約
19％にあたる． 
 
(3) 復旧・復興対応 
被災後は，中国等の競合生産地に注文を奪われないた

め，生産体制の再建が優先された．修理不能な設備や原

材料仕掛かり品を廃棄する一方，修理可能な設備は，被

災直後からミシンメーカーの協力を得て修理を行った．

コンピューター制御の機械設備は修理が困難であったが，

古い機械については修理可能なものが多く，豊岡市内に

ある３社のミシン代理店では，11 月末までに約 200 台の
ミシン修理を行っている． 
一方，被災した設備の代替については，近年の生産額

の減少に伴い，市内にあった遊休化された設備が活用さ

 



 

れた．さらに近隣地域や大阪方面から，ミシン，錨打ち

機，裁断機等の余剰設備の提供の申し出があり，鞄協会

がその情報をファックスで会員に流していった．人的被

害がほとんど無かったため，設備が整えばフル生産に入

ることができた． 
その結果，出荷の空白期間は短く，早い事業所では 4
日程度で，在庫を利用した出荷を始めた．また，顧客離

れを防ぐため，可能な限り新規の注文を受ける方針の企

業が多かった．11月は納期遅れがあったものの，12月に
は生産量はほぼ元通りに(98％)に回復し，年間の生産の
ピークとなる 3月の納期を守ることができた． 
また，風評被害を防ぐため，11 月上旬には業界若手が
中心となり「頑張っています，豊岡鞄」というシールを

作成し，出荷する段ボール箱用に 10万枚，自動車向けに
1000枚作成し，復興の PRに活用していった． 
 
(4) 自治体の支援 
a) 低利融資 

鞄業界としては，当初は返済が不要な助成金による

支援を要望していたが，実際には表 2 に示す低利融
資・利子補給による支援が行われ，鞄関係事業者では

表 2のＡ，Ｃ，Ｄの３事業の合計で延べ 56社が利用し
ている（9）． 
また，今回特に下請・内職の小規模事業者を支援す

るため 11 月 18 日に発表された制度が，表 2 の E
「【産地組合向け】地場産業等振興資金貸付金 災害

復旧貸付制度」（以下，事業 E とする）である．これ
は，単独では信用力が不足する零細な下請・内職の事

業者にミシン等の設備を支援するため，まず，中小企

業活性化センターが産地組合に資金を貸付け，産地組

合が設備を購入し，その設備を下請・内職の小規模事

業者に貸し出す事業（共同設備貸与事業）を想定した

融資制度である． 
しかし，債権回収のリスクを負うことになる組合の

合意が得られず，最終的に但馬地域地場産業振興セン

ターを通して融資することとなった．また，制度自体

は 11 月 18 日に発表されたが，関係者間のスキーム調

整に時間がかかったため，実際の融資受付は年明けの

2005年１月となった（10）． 
最終的にこの事業 E の利用実績は，ゼロとなってい
る．その理由としては，余剰設備の存在や広報・PR
の問題に加えて，資金調達ニーズの高い時期とのずれ

があったと考えられる． 
企業の資金ニーズの変化を把握するため，図 4 に兵
庫県但馬県民局の融資相談件数の推移を示す．相談件

数は，被災後１ヶ月間がピークであり，事業 E の受付
が始まった１月以降は，相談件数がほとんどみられな

い．優れた制度であっても，適切なタイミングで導入

することが重要である． 
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図4 融資制度等についての但馬県民局への相談件数 

 

b) 情報発信 

豊岡の鞄産業の復興を出来るだけ早くアピールし，

顧客離れを防ぐため，豊岡市と但馬地域地場産業振興

センターが中心になり，2004年 12月 6日から 2005年
1 月 18 日までの間，5 回に分けて京都市，大阪市，神
戸市で「災害復興ご支援感謝キャンペーン」を開催し，

復興した豊岡鞄のアピールを行った． 
また「災害復興フェア」として神戸市職員労働組合，

連合・連合兵庫，兵庫県職員互助会と協力した展示即

売会を開催したり，東急ハンズ江坂店において復興キ

ャンペーンを開催した．さらに，商店街と連携したま

ちづくりや豊岡鞄のブランド化の試みもみられる(11)． 

 

 

表 2 豊岡市鞄産業に対する主な支援策一覧 
 名称 概要 対象 資金使途 利用実績 

Ａ 経営円滑化貸付（災害

復旧枠）の拡充 

 

融資限度額 5000 万円、利率 1.1％ 

融資期間：拡充後 10 年（内据置 2年）以内

県信用保証協会の信用保証料の引下げ 

被災中小企業（罹災

証明が必要） 

災害復旧に必要

な設備資金または

運転資金 

全業種 220 件 

鞄製造業 17 件

 

Ｂ 県融資制度及び政府系

金融機関災害復旧貸付

への利子補給制度の創

設 

利子補給対象限度額 2000 万円 

利子補給率 全額（3 年間） 

負担区分は、県 2/3、市町 1/3 

被災した中小企業 （A,Ｃの融資に対

する利子補給） 

－ 

Ｃ 災害復旧貸付 融資限度額3000万円（国民生活金融公庫）

～20 億円（商工組合中央金庫） 

利率 1.7％、融資期間 10 年（内据置 2 年）

以内 

被災した中小企業 設備資金・運転資

金 

全業種 181 件 

鞄製造業 24 件

鞄関係卸売業9

件 

Ｄ 【事業者向け】 

地場産業等振興資金貸

付金の拡充（災害復旧

貸付制度の創設） 

貸付限度額 1000 万円、無利子 

（設備等購入価格 80％以内） 

貸付期間７年以内（内据置 1 年）、原材料の

みの場合 3 年以内（内据置 6 月） 

床上浸水以上の被

害を受けた地場産業

等を営む中小企業者

（従業員 20 人以下）

設備資金及び被

災した設備の修繕

費・原材料の調達

経費等 

全業種 23 件 

鞄関係 6件 

（製造 5 社、材

料 1 社） 

Ｅ 【産地組合向け】 

地場産業等振興資金貸

付金の拡充（災害復旧

貸付制度の創設） 

貸付限度額 5000 万円、無利子 

（貸付割合は、設備等購入価格の 100％） 

貸付期間 7 年以内（うち据置 1年） 

被災小規模事業者

向けに共同設備貸与

事業を行う産地組合

等 

共同設備貸与事

業に要する資金 

 

（利用なし） 

Ｆ 地場産業等災害復旧支

援制度の創設 

 

政府系金融機関災害復旧貸付の金利と、県

融資制度長期資金のうち最優遇金利との差

額を補填 

負担区分は、県 2/3、市町 1/3 

別途、中小企業金融公庫への損失補償を

行う 

県が指定する特定支

援産地内の被災地

場産業企業（豊岡鞄

産地、播州織産地を

想定） 

生産・供給関連等

設備の復旧費及

びそれに附帯する

諸費等 

－ 

 （出所：ヒアリング、兵庫県作成資料、兵庫県ホームページ） 

 



 

４．福井県鯖江市における漆器産業 
 

(1) 鯖江市における漆器産業の概要 
越前漆器と呼ばれる鯖江市の漆器産業は，市域東部の

河和田地区を中心として生産されており，国の伝統的工

芸品の指定を受けている．特に業務用漆器では，全国の

８割のシェアを持っているが，近年の輸入製品の増加や

消費者のライフスタイルの変化等により，事業所数，出

荷額ともに減少傾向にある．（図 5） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
図5 鯖江市の漆器等（12）産業の事業所数・出荷額の推移 

 
(2) 鯖江市における水害被害 

7 月 18 日の集中豪雨では，鯖江市の中でも特に河和田
地区に被害が集中した．河和田地区は全市の人口の 7.7％
が居住する地域だが，鯖江市内の床上浸水の 54.8％，床
下浸水の 43.7％が集中している．（表 3） 
 河和田地区の漆器産業も大きな被害を受けた．河和田

地区には，約 300 の漆器関連事業者がおり，そのうち
198 社により越前漆器協同組合が組織されているが，組
合企業 198社の 55.1％に当たる 109 社が，水害の被害を
受け（13），さらにその半数が，生産の回復に時間を有す

る大きな被害を受けた．しかしながら，組合加盟企業で

は，水害を直接の理由として廃業した事業者は存在せず
（14），営業を再開している． 
被災の内訳については，建物・自動車の被害が大きく，

設備・材料の被害は比較的少ない．各事業者からの申告

に基づく越前漆器協同組合の推計では，被害額は約 10億
円であり，これは年間出荷額の約 13％となる． 

表 3 鯖江市における地区別被災状況 

 
住居 非住居 合計 構成比 合計 構成比

河和田 184 55 239 54.8% 263 43.7%
北中山 89 15 104 23.9% 148 24.6%
片上 62 19 81 18.6% 109 18.1%
中河 1 0 1 0.2% 8 1.3%
立待 0 0 0 0.0% 5 0.8%
神明 1 0 1 0.2% 16 2.7%
鯖江 9 0 9 2.1% 43 7.1%
新横江 0 1 1 0.2% 10 1.7%
市合計 346 90 436 100.0% 602 100.0%

床上浸水 床下浸水

 
 
 
 
 
 
 

（出所：鯖江市資料） 
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表 4 漆器産業の被災状況（15）

 部会 組合員数 被災者（※） 被災率

木工 18 6 33.3%
生産 48 26 54.2%
加飾 27 15 55.6%
樹脂 5 2 40.0%
塗装 21 11 52.4%
販売 79 49 62.0%
計 198 109 55.1%

 
 
 
 
 

（出所：越前漆器協同組合調べ） 
 
(3) 復旧・復興対応 
被災後の１週間は，地域全体の分業生産のシステムを

回復させるため，特に日頃の取引・系列の関係を中心に，

産地全体が協力しながら被災事業者の泥の除去や復旧を

進めていった．建物の修理や設備・道具等の修繕・調達

が進み，生産が再開されたのは 8月中旬となった． 
また復旧作業と並行し，7月 23日，24日に越前漆器協
同組合事務局が会員事業者を訪問し，被害状況の聞き取

り調査を行った．その結果は 7月 29日の県，市，組合等
による連絡会議で報告され，復旧・復興に向けた対応策

等が検討された．8 月 10 日には，臨時県議会で緊急対策
費の補正予算が可決され，自治体による復興施策が実施

された． 
 
(4) 自治体からの支援 
表 5 に示すように，自治体からの支援策として低利融
資と利子補給に加えて，伝統産業である漆器産業には，

電源交付金による伝統産業を対象とした助成金があった． 

表 5 鯖江市漆器産業に対する主な支援策一覧 
 名称 概要 対象 資金使途 実績(全県)

Ａ 県制度融資返済猶

予 

返済猶予の方法新整備以降の１年間の当該制度

融資に係る元本の返済について、返済期日を 1 年

間繰り延べるとともに、以降完済期までの返済期日

をそれぞれ 1 年間繰り延べる。 

2004年 7月 18日以前から県

制度融資（企業立地促進資

金を除く）を利用している人で

被災した人 

運転資金・ 

設備資金 

全業種計 

2 件 

Ｂ 中小企業支援緊急

資金無利子貸付事

業 

貸付限度額１億円（知事特認 2 億円）を、償還期間

10年以内（据置2年以内）で融資。利子補給期間５

年間。 

被災した中小企業者 運転資金・ 

設備資金 

全業種計 

431 件 

漆器製造 42

件 

Ｃ 小規模事業者緊急

資金無利子貸付事

業 

貸付限度額 1000 万円、貸付期間は、運転資金 5

年以内（6 月以内）、設備資金 7年以内（6 月以内）

利子補給期間 5年 

被災した小規模事業者 運転資金・ 

設備資金 

全業種計 

55 件 

Ｄ 中小企業振興資金

（被災者向け特別

枠） 

貸付限度額1000万円、貸付期間最大10年以内(1

年) 

当初 5 年間利子補給 

被災した中小企業 運転資金・ 

設備資金 

－ 

Ｅ 災害復旧貸付 政府系金融機関による基準金利貸付 

融資期間 10 年（内据置 2 年）以内 

被災した中小企業 設備資金・運

転資金 

全業種計 

69 件 

Ｆ 伝統的工芸品産地

活性化緊急支援事

業＜生産設備復旧

支援事業＞ 

生産設備等の更新・修繕に要する経費の一部を助

成。 

（補助率 2/3 以内、補助限度額 1 企業当たり 300

万円） 

被災した越前漆器、越前和

紙の製造販売に従事する中

小企業。（産地組合への加入

の有無は問わない） 

設備資金 電源交付金

4600 万円 

Ｇ 伝統的工芸品産地

活性化緊急支援事

業＜生産促進・需

要創出事業＞ 

越前漆器の需要を創出する取組の経費の一部を

助成。（東京ギフトショー出展費、モニター商品・小

学校教材・給食用商品の作成費、等） 

越前漆器協同組合 （出展料、商

品作成費、

副読本作成

費、等） 

電源交付金

6400 万円 

 

 （出所：ヒアリング、福井県資料、福井県ホームページ、鯖江市ホームページ） 

 



 

このうち，表 5 のＦ「生産設備復旧支援事業」は，産
地組合に加盟していない企業でも利用可能な助成金であ

り，被災した設備・道具の更新に役だった．また，表 5
のＧ「生産促進・需要創出事業」は，モニター商品や学

校教材の作成などを通して地域の漆器産業に需要を生み

だし，事業者の復旧を促すことになった． 
 
 

５．豊岡市，鯖江市の事例からの考察 
 

(1) 復旧・復興における留意点 
a)設備被害が大きいが，建物は利用可能 

水害による被害の中では，建物，自動車，設備の被

害が大きく，特にコンピューターにより制御されてい

る設備や精密な機材は修理が困難であった． 
建物については，浸水被害はあったが，泥を洗い出

せば利用可能な場合が大部分だったことがプラスに働

き，ほぼ全ての企業が営業を再開している． 
b) 風評被害の防止 

被害を過大報道しがちなマスコミの風評被害を防ぐ

ために，産地として受注・生産再開が可能なことを積

極的にＰＲすることが求められる．このような風評被

害を防ぎ，早期の復旧が可能という情報を発信するこ

と，復興後は復興宣言を出すことが重要である． 
さらに豊岡市の鞄産業のように，災害報道を知名度

アップの機会ととらえ，産地のブランド力の向上や地

元商業との連携に結びつける視点も重要である． 
c) 設備の修繕と余剰設備の活用 

水害では設備の被害が大きいが，災害後の先行き不

透明な状況の下，新たな設備投資に踏み切ることに躊

躇する企業も多い．そこで，コストを抑えるためにも，

メーカーの協力による修繕や，地域内外の余剰設備等

を有効活用する方法が効果的であった． 
表 6 復旧・復興のプラス要因 

 豊岡市鞄産業 鯖江市漆器産業 
系列関係

の支援 
被災した取引先，外注先

を，設備・資金等で支援． 
泥の除去等の復旧作業や

生産道具を支援． 
余剰設備

等の存在 
地域内外の同業者が，余

剰設備を提供． 
地域に生産余力があり，

需要を地域内で吸収． 
取引先 継続した発注． 

納期，支払条件の変更． 
継続した発注． 
 

建物被害 多くの事業所は，泥を除去した後は，利用可能 
閑散期に

被災 
鞄の本格生産は 10 月か
らスタート，3月がピーク． 

業務用漆器の本格生産は

8月後半から． 
経営者 比較的若い経営者が多い － 
ミシン会社

の支援 
被災直後に現地入りし，

低価格で修理 
－ 

行政支援 （通常の支援メニュー） 電源交付金による伝統産

業のみを対象とした助成

金等があった． 

 

表 7 復旧・復興における課題 

 豊岡市鞄産業 鯖江市漆器産業 
取引企業

の被災 
地域内分業体制であるため，自ら被災しなくとも，取引

企業の被災が，生産活動に影響． 
風評被害 被害が誇張されて報道，顧客から問い合わせ等が入

る．（実際には風評被害は軽微） 
災害ゴミ 大量に発生した廃棄設備や廃棄在庫の処分． 
仕掛品 － 分業体制であり，仕掛品

の損失負担が課題．（主

に問屋が負担．） 

 

d) 顧客離れの防止 

両市とも，被災直後に生産の空白期間は生じたもの

の，地域の生産余力の活用や生産体制の早期復旧によ

り，可能な限り納期を守るよう努めた．また，顧客へ

の説明により取引条件の変更（納期延長）の依頼を行

った結果，顧客離れは限定的であった． 
 
(2) 行政に求められる支援・対応の視点 
a) 下請・内職の小規模事業者への対応 

地場産業では，零細企業や個人事業主の下請・内職

が大きな役割を担っており，問屋などの親会社が，系

列関係にある事業者に，設備の賃貸・譲渡等による支

援をおこなった． 
行政もそれを支援するため，兵庫県では新たな融資

制度を創出，福井県では非組合員の事業主も対象とし

た助成を実施した．地場産業の生産システムは地域に

より様々であるが，地域の実情に応じた支援策を検討

し，実施することが必要である． 
b) 支援のタイミング 

兵庫県但馬県民局への相談件数をみると，融資等の

新規制度については被災後１月内に集中している．し

かしながら各県議会が補正予算を可決したのは，福井

県が 8月 10日（水害の 23日後）の臨時県議会だった
のに対し，兵庫県は 12月 1日（同 42日後）の定例県
議会であった（16）． 
兵庫県が創設した下請・内職を念頭においた制度 E
では，融資のスキーム調整に時間がとられて募集が遅

くなり，利用実績が低迷した．支援のタイミングを逃

さないことが重要である． 
c) 被害の調査方法の確立 
被災後，中小企業庁による激甚災害指定の判断のた

め被害調査が行われるが，調査体制は各市町村により

様々であり，災害前対策が十分とは言えなかった（17）．

地場産業の被害額については，両市とも産地組合が各

事業者の申告に基づき推計しているが，被災直後の混

乱状態の中の限られた人員による調査であると共に，

各企業からの申告内容にバラツキが大きいことが課題

とされている（18）．各地の被害状況を比較し復興施策

を検討するためにも，産業被害の調査方法についても

検討が必要である． 
d) 柔軟な融資・助成制度の導入 

ヒアリングにおいて，事業者及び行政の双方から

「低利融資に対するニーズが低い」という意見が聞か

れた(19)．また，余剰設備の譲渡や修繕により対応した

事業者が多いため，設備投資に限定された融資制度よ

りも，運転資金にも使える制度で利用が多い．事業者

のニーズに応じた柔軟な融資制度の導入が必要である．

また可能であるならば，鯖江市の伝統産業を対象とし

た「伝統的工芸品産地活性化緊急支援事業＜生産促

進・需要創出事業＞」のように，助成金の導入も検討

すべきである． 
 
 
６．結び 

 
本研究は，水害に被災した２地方都市についてヒアリ

ング及び資料に基づき，水害による地場産業の被災実態

や復旧・復興プロセス，自治体に支援施策とその実績等

を明らかにした． 

 



 

両市の個別要因として，生産減少が続いていたことか

ら余剰設備や生産余力を活用出来たこと，生産の閑散期

に被災したことがプラスに働いたことが挙げられる．ま

た特に鯖江市の漆器産業については，電源交付金による

福井県からの助成金を受けられた効果も大きい． 
また，水害による被害や復興の特徴としては，建物が

利用可能であるため設備が復旧すれば早期の生産再開が

可能であることが挙げられる．特に床下浸水に留まった

場合には，設備や在庫への影響が少なかった． 
一方，地場産業に共通する課題や教訓も明らかになっ

た．まず，密接な取引関係が，他社の被災が産地全体の

生産に波及するというマイナス要因と設備や資金面での

互助というプラス要因の両方に作用したこと，次に事業

者にとって風評被害と顧客離れの防止が最大の懸念事項

であり，被災地の復旧情報の発信が重要であること，最

後に小規模零細事業者へ公的支援を行う方法が未確立で

あることが挙げられる． 
今後，水害以外の災害や他地域における災害調査を通

して，さらに多くのケーススタディを蓄積し，今回得ら

れた課題や教訓に新たな知見を加えていくことが必要で

ある． 
 
 
補 注 
(1) 地場産業の定義は明確なものがないが，ここでは中小企業

白書による「地元資本による中小企業群がその地方の経営資源

（原料，技術，人材，販売力など）を活用して，生産，販売活

動を行っている産業」という考え方に準ずるものとする． 

(2) 例えば，井上秀次郎「地域活性化のための地場産業研究」

（唯学書房）2004 などの研究がある． 

(3) 地場産業の復旧・復興調査では統計分析やアンケート調査

によるものが多いが，ケミカルシューズ産業では多様な視点か

らの研究があり，主要なものとして参考文献 5)～10)がある． 

(4) 「防災白書」の国の財政金融措置等の実績や「指標等から

みた復興 10 年の成果収集調査」兵庫県（2004）における復興を

示す指標をアウトプット指標，アウトカム指標に分類する試み

が数少ない例と言える． 

(5) 豊岡市は災害時の位置（合併前）を示す． 

(6) 人口・世帯数は 2004 年 10 月 1 日現在．被害状況は福井県

及び兵庫県ホームページによるものであり，鯖江市は 2005 年 1

月 17 日現在，豊岡市は 2004 年 11 月 18 日現在の値． 

(7) 下請及び内職については，「平成 16 年度特産業統計書」に

よれば豊岡市内に 633 戸との記載があるが，製造業各社からの

回答の単純合計であるため重複カウントされており，実数はも

っと少ないと考えられる． 

(8) 出所は，「平成 16 年度特産業統計書」豊岡鞄協会統計調査

委員会・豊岡市．事業所数は鞄製造業・鞄産地問屋・鞄材料

商・杞柳製品製造業・杞柳製品商業の合計，出荷額は豊岡を中

心とする産地から他地域へのかばんと杞柳製品等を合わせた出

荷額であり，地域内取引は含まれていない． 

(9) Ａは県信用保証協会但馬支所の 3 月までの保証実績，Ｃは

国民生活金融公庫豊岡支店の 3 月末貸付実績，Ｄはひょうご中

小企業活性化センターの３月末現在決定済の実績． 
(10) なお，実績が比較的多い表 2 のＡ，Ｃの制度は，被災直後

から利用可能だった． 

(11)被災前からの取組であるが，国のジャパンブランド構想と

連携した商品開発や，宵田商店街におけるカバンストリートな

どの動きが活発化しており，その中で水害による知名度向上を

逆に活かそうとしている． 

(12) 出所は工業統計調査であり，漆器，プラスチック製日用雑

貨・食卓用品，他に分類されない木製品の合計値．従業者 3 人

以下の事業所について福井県が独自に実施してきた「福井県工

業統計調査」を平成 14 年調査から中止したため，平成 13 年ま

での値を図中に示した．なお，従業者 4 人以上の事業所限定で

あるが，平成 13 年，14 年の値を比較すると，86 件（H13）から

68 件（H14）と大きく減少している． 

(13) 越前漆器協同組合調べ． 

(14) 水害後廃業した事業者が 1 社あるが，水害よりもそれ以前

からの仕事の減少の方が大きな原因である． 

(15) 越前漆器協同組合は，鯖江市だけでなく福井県嶺北地域全

体の漆器産業の組合であるが，実際には９割以上が鯖江市河和

田地区の事業者である．組合は，さらに木工，生産，加飾，樹

脂，塗装，販売の各部門ごとの部会に分かれている． 

(16) 兵庫県の追加対策も，１ヶ月後の 11 月 18 日には内容が発

表，11 月 24 日には補正予算案が発表されているが，予算案の

議決は 12 月となった． 

(17)福井県では，直前（7/13）の新潟豪雨水害の調査方法を参

考としている．また台風 23 号の被災自治体に対しては，福井県

から調査方法に関する情報提供がなされている． 

(18)例えば，事業者によって被災した設備価格を時価で申告し

たり，再調達価格で申告したりという違いがみられ，基準が一

致していない． 

(19) 低利融資の利用が低迷した理由としてヒアリングでは，

「右肩下がりの経営状況であり，新規投資を抑えた」，「余剰

設備を活用した企業が多い」，「保証人・企業診断・申請書類

の提出など利用しにくい」，「（経営の厳しい企業では）借入

枠一杯まで既に借入れている所がある」，「取引銀行から，早

期に資金調達済み」などの可能性が挙げられた． 
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